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〔表紙〕　紅葉の並木（軽井沢町）

　大通りから脇道を入った別荘が並ぶ通りの一コマ。各界著
名人が愛した軽井沢の秋の姿を気軽に楽しめます。
� 写真提供 :（長野県観光機構）�

行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と

社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。

１　行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。

２　行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄

与する。

３　行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職

務を行う。

４　行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。

５　行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。
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事 業 報 告

環境生安部活動報告

環境生安部 栁澤 誠

本年度より「環境生安部」と名称を改めて活動をスタートしました当部では、去る７月２５日
に外部への発信を強めることを目的として役員改選に伴う恒例の長野県庁各部局、長野県警察
本部への挨拶回りとともに、よりお客様に近い業界団体への挨拶を行なって参りました。
近いようでありながら、それほど緊密な関係を持ってこなかった廃棄物処理業関係団体であ

る（一社）長野県資源循環保全協会様と遊技業関係団体である長野県遊技業協同組合様に伺
い、加盟各社様よりのご用命の御礼と申請業務に関するご相談や業務取扱会員の紹介、研修会
への講師派遣等お役に立てる事柄をご案内し、当会としてもこれまで以上に相互の関係性を深
めていきたい旨をお話しさせていただきました。団体同士の関係は一朝一夕でできるものでは
ありませんが、まずは関係を築く第一歩を踏み出したものと考えております。

行政書士は専門性のある業務が様々あることから、人脈や口コミによる力が大きいところで
はありますが、団体としての交流、発信を行うことで行政書士の知名度アップや様々な課題へ
の対応力を知っていただけるものと思います。これからも機会を捉えて各団体との交流の機会
を設け、さらに広報監察部とも連携しながら様々な情報発信を行って参りたいと考えておりま
す。

長野県遊技業協同組合様での懇談風景

（長野県遊技会館にて）
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相続・遺言の基礎研修会

法務部長 岡田 忠興

法務部主催の「相続・遺言の基礎研修会」が平成２９年８月２９日（火）、長野県行政書士会館
において行われました。
今年度の法務部では、相続・遺言を中心とした基礎的な研修会の開催を柱のひとつとしてい

ます。今回の研修会は、小林雅希部員（司法書士兼業）を講師に、以下の３つの内容を中心に
説明していただきました。
①法定相続情報証明制度について
②戸籍の読み方
③職務上請求書の使い方

「頑丈な建物や地下に避難してください」
この日の朝、６時２分。大音響で叩き起こ

されたことがご記憶に新しいことと思いま
す。北朝鮮の弾道ミサイルが日本上空を通過
し、Ｊアラート（全国瞬時警報システム）が
初めて作動した日でした。対象地域（１２道
県）のリストに長野県も。自宅にいた私は瞬時に、窓の近くから離れるよう家族に指示すると
ともに、頭をよぎったのが「きょうの研修会、中止かも…」でした。

研修会は午後でしたが、参加者は約６０名。「この研修会に参加された皆様には、まず敬意を
表します」と私から御礼を申し上げました。これだけ多くの方が参加された研修会も久しぶり
のことです。皆さん寝不足だったと思いますが、熱心に３時間聴講していただきました。

１ 法定相続情報証明制度について
この制度は、相続登記の促進を目的として平成２９年５月２９日から運用が開始されました。資

格者代理人として行政書士も挙げられています。従来の相続手続では、複数の銀行等に戸
（除・改製原戸）籍謄本の束を何度も出し直す必要がありました。しかしこの制度では、法定
相続情報一覧図の写しを法務局から交付してもらえば、それを戸籍の束の代わりに使用できる
ようになりました。一覧図の写しの交付は無料で、５年間は再交付の申出もできます。
研修会では、制度の概要をはじめ、申出書に記載すべき内容や添付書類等の具体的な説明が

ありました。これまでは離婚・認知等あまり他人に知られたくない事項が記載された戸籍謄本
等を銀行等に提出しなければなりませんでしたが、一覧図の写しには離婚した相手方の記載は
不要で、続柄も「子」で足ります。小林部員は、「心理的抵抗のある事項については、一切記
載する必要がなく、そのような観点からは非常によい制度かもしれません」と制度の意義を評
価されました。
なお、「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」「法定相続情報一覧図の再交付の申出

書」「委任状」は、長野県行政書士会ホームページの会員専用ページからもダウンロードでき
るようになっておりますので、ご活用ください。
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２ 戸籍の読み方
被相続人の出生時から死亡時までの連続した戸（除・改製原戸）籍謄本を集めようとした場

合、部分的に抜け落ちてしまうことがあります。戸籍制度の改正による戸籍のスタイルの変更
などがその原因です。
研修会では、小林部員の豊富な経験・知識をもとに、資料として配付されたさまざまな戸籍

を参照しながら戸籍の読み方の手ほどきを受けました。

３ 職務上請求書の使い方
職務上請求は、行政書士制度を含む専門国家

資格制度に対する国民の信頼を基盤として、国
民の利便のために認められた制度です。しか
し、その使用方法を誤れば他人のプライバシー
を侵害するおそれがあり、専門国家資格制度に
対する信頼が損なわれることにもなります。研
修会ではまず、この点が強調されました。
そのほか、職務上請求書の具体的記載内容に

ついて、１４のケースの説明がありました。

４ 相続人と相続分
相続の業務では、相続人となる者はだれか、法定相続分はどうなるのかを考えなければなり

ません。各種相続の１１事例について、参加者に研修会で考えていただきました。
「皆さんにも答えていただきます。私と目が合った後に目をそらした場合、その方に解答を
お願いしたいと思います」
講師の言葉で会場に緊張が走り、皆さん目を合わせないようにしたのは言うまでもありませ

ん。出された問題はたとえば次のようなものです。
「被相続人甲（昭和５７年９月２０日死亡）には配偶者乙のほかに、存命の父丙及び母丁がいま
す。相続人はだれか、そしてその相続分はどうなるでしょうか」
この場合、配偶者、直系尊属はいずれも相続人となります（民法８９０条、８８９条１項１号）。

相続分は、配偶者が３分の２、直系尊属は３分の１です（同法９００条２号）。そして、直系尊属
が数人いるときは、各自の相続分は相等しくなります（同条４号）。そこでこのケースに当て
はめると、まず相続人は乙丙丁の３人。直系尊属は２人いますから、各人の相続分は３分の１
にさらに２分の１を掛けたものになります。したがって、相続分は乙が３分の２、丙と丁がそ
れぞれ６分の１です。

５ 遺言書作成支援業務のための基礎知識
遺言書の各種方式、遺言執行について概略を説明していただきました。

研修会は、相続・遺言に関連する盛りだくさんの内容でした。簡潔に分かりやすく説明され
た小林部員には、参加者から最後に大きな拍手が送られました。研修会で配付された資料も充
実の７０ページ超。参加者の皆様には資料を再度しっかりと読み返していただければと思います。

今年度の法務部では、①基礎的な研修会の開催、②予防法務の推進、③特定行政書士の育成
の３つを柱に計画を立てております。皆様の業務のお役に立てるよう努めてまいりますので、
ご協力くださいますようお願い申し上げます。建設的なご意見、ご要望もお待ちしております。
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ダイバーシティ経営セミナー２０１７in NAGANOに参加しました

副会長 赤羽 康志

８月２９日に関東経済産業局主催、一般財団法人
浅間リサーチエクステンションセンター運営によ
る経営セミナーが長野市のホテル信濃路で開催さ
れました。
今年になって行われた長野県主催のグローバル

キャリアフェアー、ＪＥＴＲＯ主催のグロ―バル
人材活用セミナーと同様に外国人留学生と採用し
たい企業とのマッチングに関するセミナーでした。長野県行政書士会も共催者として参加し、
吉田副会長と共に「外国人を採用する上で知っておきたい在留資格該当性について」のお話を
しました。

長野県、大学や専門学校、
留学生の就職を支援する機関
等から外国人材の採用に関す
る現状と課題が報告されまし
た。採用したくても在留資格
を取得しなければ雇用できな
い現実があり、入国管理局へ
の手続きに際しては注意しな
くてはならないことが数多く
あります。
企業、学校からの相談も列

ができるほどで、私たち行政
書士の役割の重要性を再認識
しました。
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業 務 資 料
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。
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長野県収入証紙の販売について

本会では、長野県収入証紙を販売しております。

購入方法は、事務局へお申し込みをいただき、現金又は請求払いの何れかの方法

で購入していただけます。

購入方法等の詳細については、長野県収入証紙売りさばき取扱規程をご覧いただ

くか、事務局にお問い合わせください。

なお、年間１０万円以上購入されますと、年度末に約１パーセントを還元しており

ますので是非御利用をお願いします。

斡 旋 物 一 覧 表

品 名 価 格 備 考

書 類 作 成 印 ３，０００円

行 政 書 士 徽 章（ネジ） ２，６５０円 送料実費

行 政 書 士 徽 章（タイタック） ２，６５０円 〃

事 件 簿 用 紙 ３００円 〃

領 収 書 ７００円 〃

戸 籍 謄 本 等 職 務 上 請 求 書

（新様式・Ａ４版）
８００円

「購入申込書」と「誓約書」で注文願います。

送料実費

自 然 公 園 法 の 手 引 １，０００円 〃

新会社法パート２（Ｈ１８．８．１１） １，５００円 〃
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□ＡＤＲ特別委員会

１ と き 平成２９年７月１４日（金）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 和田委員長、深澤副委員長、二瓶

委員
４ 会議事項
� ＡＤＲセンター運営会議の認証申請までの
スケジュール確認
� 規程、運営についての確認
� その他

□行政書士ＡＤＲセンター長野運営
委員会準備会

１ と き 平成２９年７月１４日（金）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 和田委員長、深澤副委員長、二瓶

委員、山崎、金子、江口各弁護士
４ 会議事項
� ＡＤＲセンター運営会議の認証申請までの
スケジュール確認
� 規程、運営についての確認
� その他

□農林建設部会

１ と き 平成２９年７月１８日（火）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 松島部長、常盤副部長、山田、

小島各部員
４ 会議事項
� 平成２９年度事業計画の立案について
� 支部専門部会長連絡会議の内容協議につい
て
� 県関係箇所へのあいさつまわり
� その他

□税理士会総会

１ と き 平成２９年７月１８日（火）

２ と こ ろ 長野市、ホテルメトロポリタン長
野

３ 出 席 者 吉田副会長

□特定行政書士法定研修

１ と き 平成２９年７月１９日（水）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 二瓶、岡田各部員、受講者１１名

□長野運輸支局へのあいさつ回り

１ と き 平成２９年７月２１日（金）
２ と こ ろ 長野市、長野運輸支局
３ 出 席 者 山本会長、赤羽副会長、大槻部長、

中塚副部長、良川部員

□県商工会連合会主催長野県消費税
軽減税率制度実施協議会

１ と き 平成２９年７月２４日（月）
２ と こ ろ 長野市、ホテルメトロポリタン長

野
３ 出 席 者 宮下総務部長

□環境生安部会

１ と き 平成２９年７月２５日（火）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 吉田副会長、栁澤部長、島田副部

長、新井、八幡各部員
４ 会議事項
� 関係官庁挨拶回り
� 広報活動計画検討
� 研修会計画検討
� その他

□暴力団等排除対策委員会

１ と き 平成２９年７月２５日（火）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 正副会長、支部長、総務部長

会 議 報 告
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４ 県 警 等 刑事部暴力団排除推進室室長大日
方正明様、同暴力団排除推進室課
長補佐齊藤航様、（公財）長野県暴
力追放県民センター事務局長岩渕
辰雄様

５ 会議事項
� 新委員の委嘱について
� 副委員長の互選について
� 最近の暴力団情勢について
� 情報交換
� その他

□支部長会

１ と き 平成２９年７月２５日（火）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 正副会長、支部長、総務部長
４ 会議事項
� 会員の指導について
� 本会への要望について
� 危機管理について
� 行政書士会の広報・ＰＲについて
� その他

□長野県行政書士会顧問・相談役と
の情報交換会・懇親会

１ と き 平成２９年７月２５日（火）
２ と こ ろ 長野市、会館・ホテル国際２１
３ 出 席 者 正副会長、支部長、総務部長
４ 顧問・相談役 小泉俊博小諸市長、小島康晴、

吉川彰一、高橋岑俊、小川修一各
県議会議員、竹内波美男願問、
湯澤廣雄相談役

４ 会議事項
� 行政書士会の現状と基本方針について
� 情報交換について
� その他

□一日合同行政相談所

１ と き 平成２９年７月２６日（水）
２ と こ ろ 佐久市、佐久平交流センター
３ 出 席 者 荻原、井出各佐久支部会員

□ＡＤＲ特別委員会

１ と き 平成２９年７月２８日（金）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 和田委員長、深澤副委員長、二瓶

委員
４ 会議事項
� 規則、規程の修正確認作業
� 事前相談、認証申請書類準備
� 研修会準備
� その他

□国際部会

１ と き 平成２９年８月１日（火）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 赤羽部長、春日副部長、西澤部員
４ 会議事項
� 平成２９年度事業計画について
� 関係機関へのあいさつ回り
� その他

□特定行政書士法定研修

１ と き 平成２９年８月２日（水）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 永村副部長、岡田部員、受講者１１

名

□ＡＤＲ特別委員会

１ と き 平成２９年８月２日（水）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 和田委員長、深澤副委員長、二瓶

委員
４ 会議事項
� 研修会の企画について
� 運営委員会準備会について
� その他

□行政書士ＡＤＲセンター長野運営
委員会準備会

１ と き 平成２９年８月２日（水）
２ と こ ろ 長野市、会館
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３ 出 席 者 和田委員長、深澤副委員長、二瓶
委員、山崎、金子、江口各弁護士

４ 会議事項
� ＡＤＲセンター長野規程、運営について確
認
� その他

□広報監察部会

１ と き 平成２９年８月３日（木）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 吉田部長、長田、鈴木各副部長、

宇賀神、土屋、五味、茂住各部員
４ 会議事項
� 会報について
� ホームページの活用について
� 行政書士制度広報月間について
� 社会貢献活動について
� 監察活動について
� 会員名簿について
� その他

□（一社）長野県建築士会主催建築・
住宅に係る消費者総合相談体制の
構築に向けた打ち合せ会議

１ と き 平成２９年８月１８日（金）
２ と こ ろ 長野市、ホテル国際２１
３ 出 席 者 松島農林建設部長

□運輸交通部会

１ と き 平成２９年８月２１日（月）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 赤羽副部長、大槻部長、中塚副部

長、良川部員
４ 会議事項
� 封印業務に関する規則等の内容確認及び協
議について
� その他

□第１回封印管理委員会

１ と き 平成２９年８月２１日（月）
２ と こ ろ 長野市、会館

３ 出 席 者 赤羽副会長、大槻部長、中塚副部
長、良川部員、佐久支部櫻井一太
会員、諏訪支部関純子会員、飯田
支部宮島裕一会員、松本支部吉田
重二会員、長野支部松島良文会員

４ 会議事項
� 委員長・副委員長・委員の選出
� 自動車封印内規の制定
� 封印受領書の調製
� 今後の日程

□特定行政書士法定研修

１ と き 平成２９年８月２３日（水）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 荻原部長、渡邊部員、受講者１１名

□ＡＤＲ特別委員会

１ と き 平成２９年８月２４日（木）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 和田委員長、深澤副委員長、二瓶

委員
４ 会議事項
� 規則、規程集確認
� 研修会の確認
� その他

□行政書士ＡＤＲセンター長野運営
委員会準備会

１ と き 平成２９年８月２４日（木）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 和田委員長、深澤副委員長、二瓶

委員、山崎、金子、江口各弁護士
４ 会議事項
� 規則・施行規則ほか規程集の見直し、確認
� その他

□関地協国際業務連絡会

１ と き 平成２９年８月２４日（木）
２ と こ ろ 東京都、東京都行政書士会
３ 出 席 者 赤羽副会長
４ 議 題

2525― ―― ―



� 副代表幹事の選出について
� 連絡会の今後の運営方針について
� その他

□国際部研修会

１ と き 平成２９年８月２５日（金）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 赤羽部長、春日副部長、西澤部員、

受講者１２名
４ 研修内容 行政書士申請取次実務研修会

効果測定対策
５ 講 師 吉田副会長、国際部員

□法務部会

１ と き 平成２９年８月２９日（火）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 荻原副会長、岡田部長、木下副部

長、槇原、小林各部員
４ 会議事項
� 災害時対応の検討
� 相談会マニュアルの検討
� その他

□相続・遺言の基礎研修会

１ と き 平成２９年８月２９日（火）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 荻原副会長、岡田部長、木下副部

長、槇原、小林各部員、会員４９名
４ 内 容
� 法定相続情報証明制度について
� 戸籍の読み方
� 職務上請求書の使い方
� 質疑応答

５ 講 師 小林雅希法務部員

□関東経済産業局主催ダイバーシ
ティ経営セミナー in NAGANO

１ と き 平成２９年８月２９日（火）
２ と こ ろ 長野市、ホテル信濃路
３ 出 席 者 吉田、赤羽各副会長
４ 講演内容 外国人を採用する上で知っておき

たい在留資格該当性について

□ＡＤＲ研修会

１ と き 平成２９年８月３０日（水）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 和田委員長、深澤副委員長、二瓶

委員、手続実施者８名
４ 内 容
� ＡＤＲ総復習
� 調停技法総復習
５ 講 師
� 深澤ＡＤＲ特別副委員長
� 二瓶ＡＤＲ特別委員

□研修部会

１ と き 平成２９年９月４日（月）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 荻原部長、永村副部長、渡邊、二

瓶、岡田各部員
４ 会議事項
� 特定行政書士考査直前対策セミナーについ
て
� 「行政書士ができる中小企業の事業承継」
研修会について
� 研修会調整会議について
� その他

□（株）像形との打ち合わせ会議

１ と き 平成２９年９月５日（火）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 吉田部長、鈴木副部長、土屋部員、

（株）像形髙坂様、加藤様
４ 会議事項
� ホームページの改定について

□法務関係部連絡会議

１ と き 平成２９年９月１２日（火）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 山本会長、荻原副会長、岡田部長、

木下副部長、槇原、小林各部員、
齋藤、中澤、常盤、平沢、古谷、
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髙田各部会長
４ 会議事項
� 県本会法務部及び各支部の研修計画等の情
報交換
� 相談会マニュアルの検討
� 災害時対応の検討
� 意見交換

□ＡＤＲ研修会

１ と き 平成２９年９月１４日（木）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 和田委員長、深澤副委員長、二瓶

委員、手続実施者７名
４ 内 容
� 分野別基本解説（外国人関係・自転車事故
関係）
� ロールプレイ

５ 講 師
� 赤羽康志先生・大槻四郎先生

□公正取引委員会主催事業者団体向
け独占禁止法コンプライアンス説
明会

１ と き 平成２９年９月１５日（金）
２ と こ ろ 東京都、公正取引委員会
３ 出 席 者 荻原副会長
４ 議 題
� 事業者団体の活動に関する独占禁止法上の
指針の概要
� 事業者団体における独占禁止法コンプライ
アンスに関する調査結果等

□栃木会副会長鈴木康夫先生黄綬褒
章受章祝賀会

１ と き 平成２９年９月１６日（土）
２ と こ ろ 宇都宮市、ホテル東日本宇都宮
３ 出 席 者 山本会長

□支部運輸交通部会長会議

１ と き 平成２９年９月２０日（水）
２ と こ ろ 長野市、会館

３ 出 席 者 赤羽副会長、大槻部長、中塚副部
長、良川部員、春日、関、宮島、
松島、廣瀬各部会長

４ 会議事項
� 封印業務に関する規則等の内容確認及び協
議について
� その他

□理事会

１ と き 平成２９年９月２０日（水）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 山本会長、吉田、赤羽、荻原各副

会長、佐藤、栁澤、常盤、福井、
赤羽、木下、深澤、臼井、松島、
岡田、長田、宮下、永村、鈴木、
髙田各理事、大槻部長

４ 会議事項
� 丁種封印の受託に関する規則（案）等につい
て
� 行政書士ＡＤＲセンター長野規則（案）等に
ついて
� 行政書士制度広報月間について
� 災害時の対応について
� コスモスとの協定書について
� その他

□長野県議会「信州・新風・みらい」
との情報交換会

１ と き 平成２９年９月２０日（水）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 正副会長、各部長、政治連盟会

長・幹事長・各副会長、竹内久
幸、下沢順一郎、小島康晴、山岸
喜昭、石和大、依田明善、小林東
一郎、堀場秀孝、荒井武志、埋橋
茂人、今井愛郎、寺沢功希、花岡
賢一各県議会議員

５ 会議事項
� 情報交換
� その他
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□ＡＤＲ特別委員会

１ と き 平成２９年９月２０日（水）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 和田委員長、深澤副委員長、二瓶

委員
４ 会議事項
� 規則、規程集確認
� 研修会の確認
� その他

□行政書士ＡＤＲセンター長野運営
委員会準備会

１ と き 平成２９年９月２０日（水）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 和田委員長、深澤副委員長、二瓶

委員、山崎、金子、江口各弁護士
４ 会議事項
� 規則・施行規則ほか規程集の見直し、確認
� その他

□国際部研修会

１ と き 平成２９年９月２１日（木）
２ と こ ろ 伊那市、伊那市立図書館
３ 出 席 者 赤羽部長、春日副部長、西澤部員、

会員２１名
４ 研修内容 外国人留学生の就職について実務

と課題
５ 講 師 国際部員

□農林建設部各支部専門部会長連絡
会議

１ と き 平成２９年９月２２日（金）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 荻原副会長、松島部長、常盤副部

長、山田、小島各部員、依田、
上島、金井、藤森、福井、東谷、
仲村、小野、大前各部会長

４ 会議事項
� 本会農林建設部事業計画（案）説明
� 各支部事業計画・本会への要望事項

� その他

□（一社）長野県建築士会主催建築・
住宅に係る消費者総合相談体制の
構築に向けた打ち合せ会議

１ と き 平成２９年９月２８日（木）
２ と こ ろ 長野市、ＪＡ長野県ビル
３ 出 席 者 小島農林建設部員

□（一社）コスモス成年後見サポート
センター平成２９年度通常総会

１ と き 平成２９年９月２８日（木）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 山本会長

□法務部研修会

１ と き 平成２９年９月２９日（金）
２ と こ ろ 松本市、あがたの森文化会館
３ 出 席 者 荻原副会長、岡田部長、木下、

槇原各部員、会員４７名
４ 研修内容
� 民法改正の「復習」
� 民法改正における約款法の概要
５ 講 師
� 信州大学経法学部 池田秀敏教授
� 信州大学経法学部 栗田 晶准教授

□丁種封印名簿登載希望者事前研修
会

１ と き 平成２９年１０月６日（金）
２ と こ ろ 長野市、会館
３ 出 席 者 赤羽副会長、大槻部長、中塚副部

長、良川部員、受講者２０名

□日行連全国事務局長連絡会・登録
担当者会議

１ と き 平成２９年１０月１２日（木）、１３日（金）
２ と こ ろ 東京都、日行連
３ 出 席 者 木内事務局長、大内職員
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長長野野県県行行政政書書士士政政治治連連盟盟ののペペーージジ

長野県行政書士政治連盟の活動報告

長野県行政書士政治連盟
幹事長 土屋 眞一

加藤久雄長野市長を訪問
９月２０日、長野市長選挙（１０月２２日告示・１０月２９日投開票）の立候補予定者である加藤久雄
現長野市長を訪問しました。
長野県行政書士政治連盟から三井会長、山本
副会長（県本会会長）、赤羽（公）副会長、土屋
（勝）副会長、土屋（眞）幹事長の五名が長野市役
所市長室を訪れ、政治連盟幹事全会一致にて推
薦されたことを報告し、推薦状をお渡しいたし
ました。
長野市は言うまでもなく、長野県最大の人口
があり、県庁所在地でもあります。市長との懇
談の中で、人口の減少や少子高齢化の本格的な
進行等の対応の中で長野市らしさを発揮してい
きたいとの話がありました。
行政書士政治連盟としても高齢者社会の対応の一つとして市の社会福祉協議会との連携など
で行政書士の活用をお願いしました。限れた時間ではありましたが、市民に身近な街の頼れる
法律家行政書士のお話もさせていただきました。

長野県議会「信州・新風・みらい」と情報懇談会
９月２０日、長野県行政書士会会議室において、長野県議会の会派、「信州・新風・みらい」
との情報懇談会をおこないました。
行政書士政治連盟からは、山本副会長（本会会長）、赤羽（公）副会長、土屋（勝）副会長、土
屋（眞）幹事長、本会からは、副会長三名、各部長５名が参加しました。
会派からは、行政書士会員でもある小島康晴代表代行、下沢代表、山岸副代表、石和幹事長
はじめ１３名が参加しました。
懇談の中では、土屋幹事長が空き家対策、県審議会等での行政書士の活用、栁澤部長からは
産廃手続き許可の迅速化、松島部長からは農地転用でのインターネット謄本、法人の定款等の
書類について、赤羽（康）副会長からは外国人の災害時支援についてなど、その他多くの話が出
ました。
参加した県議からも、大規模野菜栽培農家での外国人の就労についての話や災害・防災訓練
に行政書士会としても参加してみてはどうかなど、現場を知っている県議ならではの意見も伺
うことが出来ました。
その後、場所を変えて懇親会もおこなわれ、初めての試みではありましたが充実した情報交
換会となりました。
このような会の橋渡しをしていただきました、小島県議にあらためてお礼を申し上げます。
長野県行政書士政治連盟は県本会と連携し、業務の拡大と職域の確保に取り組んでいきますの
で、会員の皆様のご理解とご支援をよろしくお願いいたします。

加藤久雄長野市長を訪問
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最高に楽しかった 伊那支部 懇談会
長野県行政書士会顧問 竹内波美男先生 講演
テーマ『食える行政書士になるには』

伊那支部 副支部長
研修広報委員長 石川英二

さる９月７日、伊那支部では上記『懇談会』を開催いたしました。
今回のテーマである『食える行政書士』は、赤羽公彦伊那支部

長が就任当初より、一番強く願いを込めて訴えていたことでした。
まず、赤羽支部長による熱い所信表明があり、会場全体が締ま

りました。
そして、竹内先生のウイットに富みながら非常に奥が深く、厳

しい現実も見据えた講演内容は、聴いていて私自身胸が熱くなる
思いでした。
パネルディスカッションでは、司会に二瓶裕史副支部長、パネ

ラーに春日博幸会員・下島陽子会員・大澤剛会員の３名、竹内先
生にはスペシャルアドバイザーになっていただき進められました。
二瓶副支部長の巧みな司会進行の中、パネラーの方々が独自の

考えや意見を述べ、それに対して竹内先生が絶妙な受け答えをす
るといった、手前味噌ではありますが、本当に面白く奥の深い懇
談会になりました。
私の胸に強く刺さった竹内先生の言葉は、
１．仕事は楽しくやりたい、興味を失わず楽しい人と関わって

いきたい。
２．それを実現するためには、わがままになってもいい。
単純な表現ではありますが、とても深いと感じました。
竹内先生は穏やかな表情で『若い頃は平気で１５時間仕事をやっ

ていた。今はさすがにきつくなり１０時間しかできない。しかし、
もうしばらくは行政書士として頑張れると思う。』
そして、『これからも行政書士の仕事は決して減っ

ていかない、しっかりと翼を広げて頑張って下さい』
と先生は私たちにおっしゃいました。
行政書士の仕事に対する責任、自信、プライドの高

さを強烈に感じました。
今後も伊那支部では、赤羽支部長、二瓶副支部長、

私石川、そして吉田靖史副支部長を中心に、花も実も
ある研修活動を進めていきたいと思います。

支支部部だだよよりり

赤羽支部長

竹内顧問

懇談会
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松本支部・木曽路に広告看板を

松本支部広報部長 深澤 和歌子

松本支部では今年度、木曽地域の広告看板設置に取り組んでいます。
現在、支部は行政書士の広告看板を２基設置してあります。ひとつは松本市新橋の国道１９号

線沿いに、もうひとつは安曇野警察署の前にあります。木曽地域の設置は数年前に理事会決定
し、昨年度、再度理事会で確認して今年度事業として予算化致しました。
まず、広報部中心に起案し、木曽地域の会員及

び部長会の意見をもとに検討して、候補地をしぼ
りこみました。景観制限がかからず設置が可能な
こと、運転中でも安全に見えて効果的な場所であ
ること、地代が適当であること等がポイントで
す。他支部の看板も参考にさせてもらいました。
しかし、「ここが良いのでは？」と思う場所は

どこも地代が高く、とても手が出ません。そんな
中で、木曽の会員から条件にあう候補地２箇所の
紹介をうけ現地視察を行うこととなりました。
７月中旬の現地視察の日は、木曽に入ったとた

ん小雨模様で「木曽路はすべて山の中・・・」を実
感しつつ、大型トラックにあおられながら、松本から１時間半ほど国道１９号線を進み目的地到
着です。非常に車両の通行の多いなかで１箇所目の確認となりましたが、若干敷地に手を入れ
れば大丈夫ではないかと思われました。
そして２箇所目は寝覚の床のレストラン＆物産品センターの近くで、１箇所目より人通りが

多く安全であると意見が一致したため、紹介を受けた会員に区域的に設置可能か、また地代等
について調べてもらいました。その結果、予算内での設置が可能とわかりましたので、２箇所
目に設置することとしました。現在、土地所有者との契約手続中で完了後に施工となります。
木曽方面にお出かけの際はぜひご覧いただければと思います。
最後に、今回多大なご協力をいただいた木曽地域の会員の皆さんに感謝申し上げるととも

に、木曽地域における行政書士制度の益々の発展を期待したいと思います。
松本支部では、今回の看板設置及び新聞等への相談会広告掲載といった会員のためになる広

報活動に力を入れて頑張っております。

支支部部だだよよりり

新橋の看板の草刈りを実施（７月２０日）
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会 員 の 動 き

編 集 後 記

再編しました長野会の部会では､ 既にそれぞれの部会で活動が始まっております。今後､ 広報監察部

では本会ホームページを活用して内外への広報を活発にしてまいります。身近で便利な広報監察部とな

りますよう努めてまいりますので、これからの活動にお楽しみ下さい。

（広報監察部 宇賀神）
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編集者 広報監察部長 吉田 靖史 印刷 三和印刷�

※個人情報保護のため掲載事項を省略いたしました。

―入会者―
個人会員

所属支部 入会登録
年 月 日 氏 名 事務所

（市町村名のみ） 所属支部 入会登録
年 月 日 氏 名 事務所

（市町村名のみ）

諏訪支部 ２９．７．１ 原田 智子 岡谷市 上田支部 ２９．７．１ 髙野 昭惠 東御市

諏訪支部 ２９．８．１ 小宮山浩司 諏訪市 長野支部 ２９．７．１５ 髙橋 信一 長野市

諏訪支部 ２９．７．１５ 河西 勲 諏訪郡下諏訪町 松本支部 ２９．７．１５ 依田 憲明 松本市

松本支部 ２９．８．１ 小池 孝明 塩尻市 長野支部 ２９．７．１５ 加々井 猛 長野市

長野支部 ２９．８．１ 千村 勇隆 長野市 飯田支部 ２９．１０．２ 坪田 尚行 飯田市

飯田支部 ２９．１０．１５ 福嶋 恭則 飯田市 長野支部 ２９．１０．１５ 上林 紀夫 長野市

松本支部 ２９．１０．１５ 竹内 匡史 松本市 松本支部 ２９．１０．１５ 渡邉 宏 北安曇郡白馬村

―退会者―

所属支部 氏 名 退 会
年 月 日 所属支部 氏 名 退 会

年 月 日 所属支部 氏 名 退 会
年 月 日

長野支部 熊井 保夫 ２９．６．３０ 飯田支部 白鳥 邦芳 ２９．６．１９ 松本支部 篭田 晴憲 ２９．６．２７

北信支部 関口 誠一 ２９．６．２７ 佐久支部 大塚 仁史 ２９．９．３０ 松本支部 永原 好 ２９．９．３０

松本支部 松田 清 ２９．９．３０ 松本支部 草間 範夫 ２９．９．２９
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広 報 監 察 部

広報監察部では、長野県行政書士会会員からの投稿を下記の要領により受付いたします。

１．原稿等について
（１）表紙用の写真、絵画、書など

作品及び作品の簡単な説明（１００字程度）
（２）行政書士業務に関する研究論文、資料あるいは実務事例報告など

字数２，０００字程度
（３）その他

自由投稿
２．上記投稿は、自作で著作権法等に抵触しないものに限ります。（肖像権等ご注意下さい。）
３．本会及び他者（個人・団体を問わず）の誹謗・中傷、あるいは不穏当な語句を含む原稿
は掲載できません。
４．原稿などの送付方法について
（１）原稿は、メールあるいはメールに文書ファイル、画像ファイル等を添付してお送りく
ださい。

（２）ＦＡＸ及び手書きによる原稿は出来るだけご遠慮下さい。
（３）投稿の際は、件名に「広報誌投稿」と記載し事務局宛にお送り下さい。
（４）投稿後の原稿の訂正は必ず書面（メール含む）で行ってください。
５．原稿等は随時募集しておりますが、広報誌は年４回の発行となっておりますので投稿者
の掲載したい時期に掲載できない場合もございますので、ご了承下さい。
６．投稿原稿の採否は広報監察部会で決定いたします。採否の理由については一切お答えで
きません。また、原稿は採否に関わらず返却いたしません。
７．編集の都合により大幅な加筆、修正、削除等が必要な場合は広報監察部から投稿者に対
して連絡いたします。その求めに応じていただけない場合は掲載できませんのでご了承下
さい。
８．投稿を掲載したことにより発生したトラブルに関して、県行政書士会及び広報監察部は
一切責任を負いません。
９．掲載記事に関する質問・意見については一切お答えできません。

Eメール：gn―nagano＠msa．biglobe．ne．jp
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行政書士ＮＡＧＡＮＯ 投稿募集




	行政書士会報137号
	行政書士会報137号_表紙

